
自治会町内会との

連携コース

　令和８年度　

　　　　港北区地域のチカラ応援事業

募 集

令和８年　　月　　日(月)　　

連携コースの内容

市民活動団体が自治会町内会と相互に連携して、地域の課題解決や魅力づくりを主体的

に行う事業が対象となります。

事業の対象者は団体の構成員以外の港北区民である必要があります。

応募をご検討の方は、地域力推進担当（下記の連絡先）まで一度ご相談ください。

年度半ばに開催す

る交流会で、

それまでの活動の

報告をします。

年度最後に、

活動の実績を

まとめた報告書

を提出します。

内部で審査を行

い、補助金交付

決定通知を送付

します。

事業を実際に始

めます。

区役所では広報

のお手伝いをし

ます。

申請書の提出申請書の提出 事業の実施事業の実施 活動の報告活動の報告 報告書の提出報告書の提出

相談受付開始

お問合せ

ご相談先

港北区地域振興課　地域力推進担当

電話　540-2247　E-mai l　ko-ch ikara@c i ty .yokohama. lg . jp

主なスケジュール

３ ２
※本事業は横浜市会における令和８年度予算の議決をもって確定します。

※予算の上限に達し次第、締め切ります。



コース名 連携コース
補助金額と

その他
上限30万円
 「港北区役所」の後援の名義使用

団体の要件

この要綱に基づく補助金交付回数が通算３回以下であること。※チャレンジコースとの
併用は可能
 ・５人以上の構成員を有し、団体への参加について制限を設けていないこと。
 ・団体の構成員の半数以上が港北区に在住、在勤、在学していること。

事業の要件

・自治会町内会と相互に連携して実施する事業であること。
 ・地域住民による地域の課題解決や魅力づくりに向けた主体的な事業であること。
 ・主な対象者を港北区民とし、団体の構成員以外を対象とした事業であること。
 ・補助対象経費の５分の１以上の自主財源が用意できる事業であること。
 ・補助金の交付決定があった日の属する年度中に実施する事業であること。

申請書類

 １ 補助交付申請書（第１号様式）
 ２ 団体の概要書（第２号様式）
 ３ 活動実績（第３号様式）
 ４ 事業計画書（第４号様式）
 ５ 事業収支予算書（第５号様式）
 ６ 団体の規約又はこれらに類する書類
 ７ 連携する自治会町内会の事業実施についての確認書（第16号様式）
 ８ 相利評価表

地域のチカラ応援事業　連携コース概要
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連携コースとは



令和７年度連携コース応募団体のご紹介


